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資料１４ (午前) 平成31年3月18日

障害福祉サービス等に係る事業者説明会

千葉市障害福祉サービス課



継続利用の方は、サービスの更新時期に合わせて、新モニタリング実施標準期間の適用を検討してください。 
※上記期間は、あくまで標準期間です。個々の事情を勘案してモニタリング期間をご提案ください。 
  ただし、標準期間以外で設定する場合、その理由が分かるようサービス等利用計画等へ記載すること。 
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平成30年度実地指導で、以下の事例が散見されたため、平成30年度提供分の請求状況を改めてご確認ください。 
①新単価で請求すべき利用者を誤って旧単価で請求している事例 
②旧単価＋初回加算は併給不可であるにも関わらず、併給して請求している事例 



（参考） 新たな基本報酬の全適用について 

 新単価の算定時期は、利用しているサービスによって異なります。 

（平成30年度中に新単価を算定する方は、一部対象者に限られていることに留意が必要。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 基本報酬と「初回加算」の関係 

計画相談支援の初回加算（平成30年度新設）について、旧単価（経過的サービス利用支援費）の基本報

酬を算定する場合、初回加算は算定不可。 

新単価による算定時期 対象者 

平成３０年度～ ●施設入所者等 
 （療養介護、重度障害者等包括支援、施設入所支援） 
●新サービス利用者 

 （就労定着支援、自立生活援助、日中サービス支援型共同生活
援助） 

平成３１年度～ 上記サービス利用者以外 
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平成30年度報酬改定に伴う留意事項 

１．特定事業所加算の経過措置について 

 
 平成30年4月より、特定事業所加算が（Ⅰ）～（Ⅳ）の区分になりました。 

なお、（Ⅱ）及び（Ⅳ）については、平成３３年（２０２１年）までの間の一定期間に限り設けられているも
のです。 

２．平成30年度報酬改定で新設された加算等について 
 

 加算取得の要件として、「記録」を必要とする加算が多く新設されました。国から示されている「標準
様式」を使用することが望ましいですが、その他様式等を使用する場合は、どの加算に該当する記
録なのか客観的に分かる記載方法に努めてください。 

 加算の請求にあたっては、単独請求できない加算や、併給出来ない組み合わせの加算もあります
ので、要件を確認して適切な請求を心掛けてください。 

 
  （例）サービス担当者会議実施加算 

    → モニタリング時にサービス担当者会議を開催し、計画変更等の検討をした場合に算定できる加算。 

      ◎「継続サービス等利用支援」との併給が必要。 

      ◎ただし、検討の結果、計画を変更した場合は「サービス等利用支援」で請求するため、当該加算は算定できません。 
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その他留意事項  

１．モニタリング月の変更手続きについて 

 
 モニタリング月として設定していない月に、モニタリングを実施することは認められていません。 

（平成30年11月請求分より、一次審査（国保連合会の審査）でモニタリング月と請求情報も審査され

るようになりましたので、設定月以外に継続サービス利用支援を請求した場合、二次審査（市町村の
審査）では原則返戻で対応しています。） 

 予定月以外にモニタリングを実施する必要がある場合、事前に各区の高齢障害支援課にご相談くだ
さい。なお、対象者不在等のやむを得ない場合は、予定月の翌月までであれば、事前連絡を不要と
しています。（※ただし、翌月対応となった理由等の記録を整備する必要有り。） 

２．介護保険利用者の計画作成について 

 

 介護保険制度のサービスを利用する場合については、ケアプラン作成対象者となるため、基本的に
サービス等利用計画を作成する必要はありません。 

 ただし、障害福祉サービス固有のものと認められる行動援護、同行援護、自立訓練（生活訓練）、就
労移行支援、就労継続支援等の利用を希望する場合であって、サービス等利用計画案の作成が必
要と認める場合には求める場合もあります。 
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 所定の研修を修了した事業所は、専門性を有する計画相談支援事業所として、千葉県のホームページで公表されてい
ます。 

 当該研修は、平成30年度に新設された各種支援体制加算の対象となる研修でもありますので、研修の受講について
積極的にご検討ください。（加算取得にあたっては市への届け出が必要） 

 
【千葉県ＨＰ】 
ホーム ＞ くらし・福祉・健康 ＞ 福祉・子育て > 障害者(児) ＞ 障害のある人のための通所や在宅などでのサービス ＞ 相談支援
（障害福祉サービス） 
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千葉県ＨＰで公表されています 

専門性を有する計画相談支援事業所の公表状況について 



参考資料①  
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参考資料②  

新カリキュラムの実施は、平成32年度（2020年度）以降に延期 



参考資料③  
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